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＊下記原稿は13中友好99人委員会から依頼された。同委員会は、 日中友好と国交

回復に尽力された周恩来の精神を次代に伝えるため、 1998年 12月東京で設立された。

日中友好99人委員会

周恩来に見る国際主義的精神

大類善啓（方正友好交流の会 事務局長）

都心の大きい書店に行けば、嫌中感情や反中感情を煽るような書名の本が、溢れるよう

に平積みされている。中国では江沢民指導による「愛国教育」の影響もあり、「9• 18を忘
れるな」、といった 9• 18歴史博物館の展示構成に見られるように、反日感情を醸成する

雰囲気がまだ残っている。そういう状況を見て思い起こすのは、瑞瑞しい国際主義的な友

愛精神が躍動していた 1940年代から 50年代にかけての、中国共産党指導部の思想と行動

であり、とりわけ周恩来の役割である。

もちろん周慰来にしても、鄭小平が周の文革時代の行動を弁護して、「心にもないことを

言った」面がなかったわけではない。しかし、あの困難な中で、どれだけ多くの人たちの

命を周恩来が救ったことか。その例をまた身近なところで知ることができた。

ハルビン市郊外の方正県に、開拓民たちを祀った日本人公墓がある。残留婦人の松田ち

ゑさんの思いから生まれ、周慇来総理の許可で 1963年に建立されたが、松田さんは文革

中にスパイ容疑で3年間獄中に閉じ込められた。最終的に容疑が晴れて無事釈放されたが、

その裏にはやはり、周恩来総理が関っていた。それが明らかになったのは2006年、 35年

も経ってからのことである。今、東京に住む松田ちゑさんの長男である雀鳳義さんが、久

しぶりに方正県に帰ったところ、退職した元・公安職員がその真相を明らかにしてくれた。

松田さんに対する判決は死刑だった。松田さんへの容疑は、日本人公墓建立に主導的な

役割を果たしたことも大きかった。しかし判決は、松田さんが日本人故、国際刑事判決に

関わるため中央の決定を待たなければならず、最終的にその書類は周慇来総理のもとに回

された。

記憶力が抜群に良かった周恩来は、松田ちゑさんが、日本人公墓建立を願った婦人であ

ることを、しつかりと覚えていたのである。周慰来は、松田さんに被せた罪名は何の根拠

もないことを見てとり、直ちに「無罪、即時釈放」するよう指示した。その指示書は県政

府に送付された。てつきり死刑を容認した書類だと思って開封した公安職員は、「無罪、即

時釈放」の書面に驚いた。これは間違いではないかと、もう一度省政府に尋ねたところ、

間違いはない。周総理の指示であることが再度確認され、 1971年 11月釈放されたのだっ

た。

この 7月、撫順戦犯管理所を初めて訪れた。収容された日本軍人たち 969人は、陸軍の

師団長クラスや「満州国」の高級官僚、二等兵たちだった。職員よりも食事などの待遇を

良くし、バスケットボールや将棋をし、映画を見たり芝居などをして過ごした「獄中生活」

は、鬼とも言われた傲岸不遜の日本軍人たちをして、初めて自己の罪業を反省する契機に

なった。

肉親を彼らに殺された看守や職員たちは、なぜそんなに彼らを優遇するのか、と中央に

疑問を突きつけた。それに対して当時の中国共産党指導部は、「戦犯といえども人間である。

人間である以上、その人格を尊重しなければいけない」との方針を伝えた。そして強制労

働もなく、入浴も理髪も定期的に行われた。周恩来は、 20年後を見ればわかるだろう、と

語ったという。彼ら旧軍人は、 6年後、起訴免除・即日釈放という決定を受けた。帰国後、

その多くは日中友好運動に積極的に携わった。狭溢なナショナリズムがはびこる日中の動

きを思うにつけ、新中国建国前後の中国指導者の精神と行動を改めてかみしめたい。
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『満州圃拓団•鶴勇朦圃傷史』編纂状況
高橋健男

今、満州開拓団個々の詳細を知ろうとするときに第一に参照するのは、 1966年に全国拓

友協議会が編纂した『満洲開拓史』 (1980年に復刊）であろう。満蒙同胞援護会編『満蒙

終戦史』（河出書房新社、 1962) が別の角度から開拓団や在満一般邦人の避難・引揚げを

補完してくれる。基礎資料を参照したい向きには『満州移民関係資料集成』（不二出版、

全 40巻）、『海外引揚関係資料集成』（ゆまに書房、全 33巻）、『満洲開拓叢書』（満洲移住

協会、全 10巻）、『満洲叢書』（図書刊行会、全 7巻）などがある。

一方、概略にとどまらず開拓団個々の全貌を知るためには各送出県で何らかの形でまと

められた『00県満州開拓史』や、各開拓団ならびに義勇隊開拓団が個別に編纂した『団

史』に頼らざるを得ない。そこには団員個々の手記も多く掲載されている。さらには各個

人がまとめた『手記』類が過去をよみがえらせてくれる。

「方正友好交流の会」が「敗戦時、各地のさまざまな開拓団から方正へ逃れた人たちの

状況を、可能なところまで整理する」ためには、別稿のように偶然入手できる資料や思わ

ぬ情報に接することもあるが、『満洲開拓史』とともに各県で編纂された書籍を参照して、

方正に立ち寄った、通過した、滞在した可能性のある開拓団を洗い出すことができれば、

『満洲開拓史』の記述をはるかに越える詳細な事実を掌握することができる。

こうは考えるものの 47都道府県でどのような形でどのようなものがまとめられてきた

かを知ることは容易ではない。それをつぶさに見ることはさらに困難である。

私は満州開拓団・満蒙開拓青少年義勇軍に関する調査研究を進める過程で、以下に掲げ

るほとんどの書物に接することができた（ただし、存在を知り得たが未発見のものもある）。

これらは研究同志に役立つものであるし、「方正友好交流の会」の活動推進にも役立つも

のであると考えここに提供する。

以下、各県ごとに参照できる書籍を掲げるが、未発見の県は秋田、岩手、宮城、福島、

栃木、千菓、神奈川、滋賀、兵庫、山口、香川、徳島、福岡、佐賀、大分、長崎の 16県

に上る。その意味ではまだまだ不完全な一覧である。あるいは新潟県のように、終戦後に

関する記録はあるが開拓団入植から引揚までのものがない県もあり、それを加えれば未発

見（あるいは未編纂）の県は更に多くなる。また、掲載替の中には当該県開拓団・義勇隊

の全体を取り扱ってないものも含まれる。

記号について説明すると、◎印は該当県送出の開拓団全体を扱ったもの、あるいはそれ

に類するもの、 0は終戦処理の関係のことが主であるが開拓民引揚者・各開拓団について

も触れているもの、△は引揚者の戦後開拓入植を取り扱ったもので各開拓団の様子にも触

れているものを示す。
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全 国 ◎満州開拓史復刊委員会編、『満州開拓史』、全国拓友協議会、 1980

◎池田佑編、『大東亜戦史 満州編』（上・下）、富士書苑、 1969

◎創価学会婦人平和委員会編、『あの星の下に 1 引揚げ編』（平和への願いをこめて 1)、第三

文明社、 1981

△戦後開拓史編纂委員会編、『戦後開拓史』（本編、資料編、完結編）、全国開拓農業協同組合連

合会、 1967-77

北海道 △北海道戦後開拓史編纂委員会編、『北海道戦後開拓史』（本編、資料編）、北海道庁、 1973

青 森 △青森県農林部農地調整課編、『青森県戦後開拓史』、青森県、 1976

山 形 ◎山形県、『山形県史本篇四拓植編』、 1971: 297 -836 

◎満洲開拓親子地蔵尊奉賛会編、『私達の満洲開拓の歩み 満洲開拓親子地蔵尊』、同会、 1982

◎創価学会青年部反戦出版委員会編、『凍てつく大地の彼方から一引揚げ、抑留体験の記録ー』

（戦争を知らない世代へn12 山形編）、第三文明社、 1983

茨 城 ◎内原訓練所史跡保存会事務局、『満洲開拓と青少年義勇軍』、同会、 1998

◎創価学会青年部反戦出版委員会編、『開拓の美名の下で一満蒙開拓青少年義勇軍の記録ー』（戦

争を知らない世代へII17 茨城編）、第三文明社、 1984

0茨城県民生部世話課編、『茨城県終戦処理史』、茨城県、 1972

群 馬 ◎森枝 収編、『群馬県海外引揚誌』、群馬県引揚者連合会、 1966

埼 玉 ◎埼玉県引揚者連合会編、『埼玉県引揚者の手記一‘‘昭和史の鮮烈な断面’'-』、同会、 1974

◎埼玉県編、『瞭野の夕陽一埼玉県満蒙開拓青少年義勇軍の悲劇一』（新編埼玉県史別冊）、 1984

東 京 ◎開拓民援護世話課編、「東京都送出単独開拓団資料」（第 1集～第 4集）、東京都、 1958

山 梨 ◎小林春雄、『山梨満州開拓小史』、クラッセ、 2006

◎満蒙同胞救護会山梨県支部編、『黄土に捧げる』（未発見）

静 岡 ◎静岡県民生部援護課編、『静岡県送出満州開拓民の概要』、静岡県、 1955

◎静岡県拓魂碑建立委員会編、『拓魂』、同委員会、 1975

◎『満州の土に生きて』編集委員会編、『満州の土に生きて』、同刊行会、 2007

◎創価学会青年部反戦出版委員会編、『おくにのためにおくられて一子供達の見た聖戦②ー』（戦

争を知らない世代へII24 静岡編）、第三文明社、 1985

長 野 ◎長野県開拓自興会、『長野県満州開拓史』（総編、各団編、名簿編）、同会、同刊行会、 1984

◎創価学会婦人平和委員会編、『永遠の大地もとめて一満蒙開拓（長野）編ー』（平和への願い

をこめて 16)、第三文明社、 1985

△長野県開拓二十年史編集委員会編、『開拓二十年史』、同委員会、 1966

新 潟 0新潟県民生部援護課編、『新潟県終戦処理の記録』、新潟県、 1972

△新混県編、『戦後開拓のあゆみ』、新潟県、 1970

富 山 ◎富山県満蒙開拓史編集委員会編、『富山県満蒙開拓史』、富山県満蒙開拓自興会、 1995

◎北日本新聞社編、『夕日の墓標ー富山県満蒙開拓団の記録ー』、北日本新聞社、 1980



― 66 ― ― 67 ―

0富山県厚生部社会福祉課編、『富山県終戦処理史』、富山県、 1975

石 川 ◎藤田繁編、『石川県満蒙開拓史』、石川県満蒙開拓者奉黄会、 1982

◎藤田繁編、『草の碑ー満蒙開拓団 棄てられた民の記録ー』、能登印刷、 1989

◎創価学会青年部反戦出版委員会編、『死線からの逃避行ーシベリア・中国大陸引揚げ記録ー』

（戦争を知らない世代へII1 石川編）、第三文明社、 1981

福 井 ◎福井県満洲開拓引揚者連合会編、『福井県満洲開拓史』、同連合会、 1981

愛 知 ◎『大陸に賭けた青春一愛知県送出義勇軍小史ー』、全国拓友協議会愛知支部、 1976

△愛知県開拓史研究会編、『愛知県開拓史 戦後開拓資料編』、愛知県、 1981

岐 阜 ◎岐阜県開拓自興会編、『岐阜県満洲開拓史』、同会、 1977

― 重 ◎三重県満洲開拓史編集委員会編、『三重県満洲開拓史』、同委員会、 1996

京 都 ◎二松啓紀、『裂かれた大地ー京都満洲開拓民・記録なき歴史ー』、京都新聞出版センター、

2005 

◎創価学会青年部反戦出版委員会編、『涙にうるむ舞鶴港』（戦争を知らない世代へ 54 京都

編）、第三文明社、 1979

大 阪 ◎「満州開拓大阪の歴史」編纂委員会編、『満州開拓大阪の歴史』、大阪自興会、 1995

◎15年戦争研究会調査・編集、『大阪府の満州移民』、大阪府平和祈念資料室、 1989

奈 良 ◎奈良県拓友会編、『奈良県満洲開拓史』、徳田源治、 1996

和歌山 ◎北川 哲、『追憶の満洲ー和歌山県送出義勇隊史ー』、満州会、 1968

◎創価学会青年部反戦出版委員会編、『戦場に軋む若者の心一満蒙開拓青少年義勇軍の記録ー』

（戦争を知らない世代へ 52 和歌山編）、第三文明社、 1985

鳥 取 △戦後開拓史編纂委員会編、『鳥取県戦後開拓史』、鳥取県開拓生産農業協同組合連合会、 1970

岡 山 ◎小谷鉄雄編、『満州開拓回顧誌』、小谷鉄雄、 1991

◎山陽新聞社編、『祖国』、山陽新聞社、 1990

△岡山県戦後開拓史編纂委員会編、『岡山県戦後開拓史』、岡山県開拓協会、 1978

島 根 ◎島根県満州開拓史編纂委員会、『島根県満州開拓史』、同委員会、 1991

◎島根県拓友会連合会編、『島根県送出満蒙開拓青少年義勇軍の概況とその終焉』（未発見）

◎創価学会青年部反戦出版委員会編、『慟哭の大地をあとにして一抑留、義勇軍、大陸からの

引揚げ記録ー』（戦争を知らない世代へII15 島根編）、第三文明社、 1984

広 島 ◎広島県民の中国東北地区開拓史編纂委員会編、『広島県満洲開拓史』（上・下）、同委員会、

1989 

△広島県戦後開拓史編纂委員会編、『広島県戦後開拓史』、広島県開拓農業協同組合、 1986

高 知 ◎後藤蔵人、『満州ー修羅の群れ 満蒙開拓団難民の記録』、太平出版社、 1973

愛 媛 ◎三根生幸他、『赤い夕陽一愛媛の元満州開拓団記録ー』、愛媛新聞社、 1973

熊 本 ◎佐藤紳二編著、『嘱野の栄光と挫折ー熊本県満蒙開拓団の全記録ー』、熊本日日新聞社、 1980

◎熊本大学文学部社会学研究室、『満州開拓団はいま』 (1~3)、同研究室、 1987、89、91
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宮 崎 ◎△創価学会青年部反戦出版委員会編、『大地に爪する想いー戦中戦後の開拓の記録ー』（戦

争を知らない世代へII5 宮崎編）、第三文明社、 1982

鹿児島 ◎南日本新聞社編、『与論島移住史ーユンヌの砂ー』、南方新社、 2005

△南日本新聞社編、『鹿児島県戦後開拓史ー荒野に生きた先人たちー』、南方新社、 1999

沖 縄 ◎沖縄女性史を考える会、『沖縄県の「満州開拓民」の研究 その入植まで』、同会、 1993

＜情輻交鎮等のお●い＞

1 各県『開拓史』編纂情報をお寄せください。

前述のように 16県については当該県で何らかの形の『開拓史』の存在有無が不詳で

ある。一覧に掲げた各県での編纂状況を見ると、その編纂主体が当該県、県開拓自興会、

地方新聞社、あるいは有志団体・個人によるものとまちまちである。

いずれの形でもよいが、一覧以外の『開拓史』編纂情報をお持ちの方はその情報をお

寄せ願いたい。

2 各県送出開拓団で方正・伊漢通を経由、一時滞在、あるいはその地で越冬した開拓団

に関する情報をお持ちの方はその情報をお寄せ願いたい。

なお、『満洲開拓史』が掲げる 20数団、 30数団の過半数は、その内容がほぼ判明して

いる。『満洲開拓史』が掲げていない開拓団に関する情報があったらぜひお寄せ願いた

"‘ 
3 別稿で「開拓団実態調査表」について触れた。『満洲開拓史』に掲載された方正に集結

した開拓団の「開拓団実態調査表」をお持ちの方がおられたら、コピーを一部譲ってい

ただきたい。「開拓団実態調査表」により当該開拓団の人員数、方正滞在・越冬人数な

どが判明するものと思われる。

以上、満州開拓団関係書籍に関する情報を提供し、更なる情報提供をお願い申し上げま

す。情報提供先は高橋健男 (TEL/FAX0258-66-4790)までお願いいたします。

満州開拓団・満蒙開拓青少年義勇軍研究者としては、今後もいくつかの視点からのまと

めを試み、後世に歴史事実を伝えていきたいと考えている。その間、方正に集結した開拓

団等に関して何らかの資料・情報を得た場合には、本会誌にて報告し会員諸氏に提供して

いきたいと考えている。

くたかはしたけお、中学校長を定年退職後、満蒙開拓という国策と、それに加わった人たち

の軌跡を精力的に追及している。本会会員＞
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はじめに

方正県等からの「中国帰国者」

子どもたちへの日本語支援

ー中国帰国子女教育のはじまり一

山田陽子

長野県下伊那郡に泰阜村（やすおかむら）という、人口わずか 1960人ほど (2008

年 8月現在）の過疎村がある。この泰阜村は「満洲移民の村」（小林、 1977) として

知られている。

1972年の日中国交正常化以降、泰阜村に帰ってきた中国残留孤児・残留婦人等の

多数は、中国黒龍江省ハルビン市方正県からの帰国である。村は 1930年代後半に旧

満州へ開拓団として全村人口のおよそ 3分の 1近くの村民（約 1,200人）を送出し

ていた。

終戦直前の 1945年 8月、ソ連の侵攻により開拓団員の逃避行が始まった。その途

中、飢えや病気、襲撃などに見舞われ、めざす方正の町へようやくたどり着いたと

き (9月 3日）には多数の仲間を失っていた。悲惨極まりない逃避行から収容所で

の生活を経て、かろうじて生き延びた人たちは、方正県の農家に入り、何十年もの

長い間、中国に残留せざるを得なかった。

日中国交正常化を契機として中国残留孤児・残留婦人等に帰国の道が開かれ、泰

阜村には、方正県等から子どもを伴い家族連れで帰国する人たちが本格化した。こ

のような中国帰国者が村に帰って、最も困ったのが「ことば」の問題であり、真っ

先に心配したのが子どもの教育のことであった。そこで、村は急逮、帰国者の家族、

とりわけ子どもたちに日本語教育を施す必要に迫られたのである。

1. 中国帰国子女

わが国においては戦後長い間、異文化をもつ人たちへの日本語教育に関して、そ

の施策が大々的に論じられることはなかったが、外国人の定住化が進行したことに

より、群馬県大泉町や岐阜県美濃加茂市などの集住都市をはじめ様々な外国人コミ

ュニティを抱える地域で、たとえば外国人集住都市会議などを中心に議論されてい

る。

1972年の日中国交正常化以降、急増した中国帰国者も異文化をもつ人たちである。

呼び寄せ家族を含むと日本に 10万人は居住しているといわれる。今日においては、

急増期は過ぎたものの中国帰国者の定着地の都市で、あるいは地域レベルでの受け

入れ策の一貫として、国や県の研修センターをはじめ、 NPO、地域ボランティアによ
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る日本語支援がおこなわれている。義務教育就学年齢の子どもたちには、学校教育

の中で日本語支援が行なわれてきた。

中国帰国者が連れてきた子どもは、一般に「中国帰国子女」と呼ばれる。中国帰

国子女という呼称は、 「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律」第 2条第 1項に規定する「中国残留邦人等」のうち、 「日本に帰

国した者（帰国の時期は問わない）の児童生徒」＊ 1) を指す。

こうした中国帰国子女に対する日本語教育については、子女を受け入れた学校が

報告書や提言としてまとめて保存し、いわゆる公的な場で議論されることがあまり

なかった（山田、 2008C)。しかしながら、中国帰国者の存在そのものが一般の国民

に認識すらされていない 1972年に、中国帰国子女とその家族への日本語教育が地域

社会で既に始まっていたのである。

2.村の日本語支援

泰阜村は、最初の帰国子女受け入れから半年後の 1973年に中国帰国子女のための

特別学級を開設した。中国語を話す教師を配置し、小 ・中学校が連携して日本語教

育を行なうことになった。本稿では、国に先駆けて中国帰国子女教育を行なった村

の施策を項目別に紹介したい。

(1) 普通学級併用方式と特別学級教師の配置

特別学級では、日本語を中核として子女の学習ニーズに合わせた教育が実践され

たが、それは、子女の学力を勘案しながら普通学級（原学級 ・母学級）に入級させ、

特別学級と併用することで学習効果が高まるように工夫されていたのである。

普通学級で一般児童生徒とともに学ぶことにより、子女の経験は豊かさを増し、

社会性やコミュニケーション能力が身につくという効果が期待できる。さらに、特

別学級のような少人数学級では得られない人間関係の広がりや学習意欲の向上にも

つながる。

その他の特色としては、日本語と中国語の両言語が堪能な教師を専任として特別

学級に配置したことである。この教師は、旧満洲において教職経験があったため、

子女に対する知識や理解が深かった。それで、子女が信頼して心情や悩みを素直に

吐露するようになり、安心して学校生活を送ることができた。

(2)引揚者による言語サポート

先に中国から引き揚げてきた日中両言語に堪能な村民を通訳として委嘱し、中国

帰国者が医療機関で受診する場合や福祉事務所が家庭訪問により助言、指導および

援助する場合に同行して通訳を行うことで意志の疎通をはかることができるように

なった。このサポートによって、帰国者が病状や悩みを詳しく伝えることができる

とともに、村民と平等の情報が得られ、定住生活の大きな手助けとなった。引揚者

は、同じ戦後体験を有する先輩として、中国帰国者の日本語指導と生活指導に尽力
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した。

(3) 社会学級の開設

学校教育を受ける子どもたちは少しずつ日本語が話せるようになったが、親の方

は全く日本語能力の向上がはかられず、家庭では家族全員が中国語の生活を送って

いた。そのため、子どもだけではなく、親も含めた家族全員の指導が必要であるこ

とに学校教師は気づいた。せっかく学校で覚えた日本語を、家族間で全く使用せず

にいては、学習効果が上がらない。そのため家族ぐるみの教育を目的に社会学級が

中学校に開設され、週 2日2時間単位で「生活のための日本語」を中心に指導がお

こなわれるようになった。

社会学級では、帰国子女の家族のために、特別学級担当教師が自宅から丼、茶碗、

皿、急須、湯飲み茶碗、椀など食器ー式を持ち込み、食器棚に並べ、それを教材に

して生活日本語を一つずつT寧に繰り返し指導した。現物を見せながら何度も練習

することによって、子女家族の日本語への理解が早まる効果が現れた。

動詞と動作が、あるいは名詞と食器の名前が一体となって頭に入り、日本諾習得

の促進に効果的であった。これを機に、実物教材の使用が帰国子女の家族には効力

を発揮することが認められ、日本語指導に活用されるようになった。

社会学級における家族全員の日本語教育により、家庭での親子間に生じるコミュ

ニケーションギャップという問題も防ぐことができ、子女家族は日本での暮らしに

自信がもてるようになった。

(4) 一般児童生徒への教育と人的リソースとしての子女

中国帰国子女教育には、帰国子女への教育という面と同時に、一般児童生徒に対

して子女への理解を育むという両面性がある。

教師は一般児童生徒に中国帰国子女の歴史的背最を詳細に教えた。すると一般児

童生徒は、帰国子女が生まれる背景となった日中の歴史を知ることで、帰国子女の

生育環境への理解が徐々に深まるとともに母語・母文化尊重の大切さにも気づいた。

中国語と中国文化を背景にした子女と一般児童生徒がともに学び、ともに高めあ

う、それが学習意欲の向上につながっていく。学校は、帰国子女を受け入れたこと

で、他の子どもたちの気持ちに配慮し、子女と一般児童生徒の両者をサポートする

ことに努力した。

中国帰国子女が日本社会に適応し変容していくだけではなく、一般児童生徒も影

響を受け、少なからず変容する。ここに一般児童生徒、すなわち異文化をもつ人を

受け入れた「日本人側」の理解の重要性が示される。

中国帰国子女は、次第に自己の生い立ちに自信をもって中国での生活を語り、中

国語や中国文化を一般児童生徒に教えるようになるなど、学校のシステムに慣れる

に従い、人的リソースとしてなくてはならない存在になっていく。すなわち一般児
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童生徒が、帰国子女に学ぶ機会が増えていったのである。子女のもつ個性や特質を

教師が引き出したことで、将来の日中の架け橋となる人間の育成にもつながった。

子女の母語・母文化を認めたことで、 一般児童生徒が国際感党を身につけ、これに

より子女も自 信をもつことができた。

このようにして帰国子女を受け入れたことにより、子女と一般児童生徒との相互

啓発が顕著に認められたのである。「教室の国際化」により、児童生徒が自然と互い

の文化を学び、取り入れることができた。一方、子女はただ支援されているだけで

はなく、中国での生活を披露し、 一般児童生徒に中国への理解を促進する役割を積

極的に果たしている。 これにより 一般児童生徒は日中両言語や文化に関心を持つよ

うになり、自ずと帰国子女への理解も深まるという相乗効果を生み出した。 日本語

だけであった教室に中国語 という異なる言語が流入したことにより、「教室の国際

化」のみならず、多様な言語と文化がもたらす「教室の豊饒化」も生まれたのであ

る（山田、 2008C)。

ここで学んだ中国帰国子女が外国人への支援の担い手として成長を遂げるなら、

日本諾教育の人的リソースとしても大きく貢献するであろう 。たとえば、「生活者と

しての外国人」のための日本語教育事業の対象活動である「日本語能力を有する外

国人を対象とした日本語指導者養成」（文化庁）などが、まさにそれである。

最後にー終わりなき交流を目指して一

民族的又は種族的、宗教的及び言語的少数者に属する者の権利に関する宣言第 2

条（マイノリティ権利宣言、 1992年 12月 18日、第 47回国連総会採択）によれば、

民族的又は種族的、宗教的及び言語的少数者に属する者は、私的に及び公に、自由

にかついかなる形態の差別もなしに、自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しか

つ実践し、及び自己の言語を使用する権利を有することが確認されている。学校教

師が中国）悟国子女の文化を排除せず、また中国語の保持の大切さを認めたことで相

互理解や信頼感がより深まっていった。それほど母文化や母語使用の権利は定住の

ための重要なファクターである。今日では、浜松市の「外国人児童学習サポート教

室」のように、日本語とポルトガル語のバイリンガル教育によって基本教科（国語、

算数、理科、社会）を中心とした学習支援が行なわれるなど自治体が母語保持教育

に理解を示すところも出てきた（河原・野山 (2007) 23)。

泰阜村の中学校では、中国から一時的に帰国した人たち（一時帰国者）と教師・

生徒の交流会を開いた。生徒も教師も全員が中国語で自己紹介をおこなうと、 一時

帰国者から大きな拍手がおき、心が通じ合った気がしたと村の生徒は感想を述べて

いる（泰阜南中学校、 1993、176)。

村では、普通学級での中国帰国子女と 一般児童生徒、社会学級での中国帰国子女

家族と村民との交流を中心として、日本語教育をめぐる多様な施策が案出され実行

に移された。いわば、日本語教育を「ことば」だけの教育として実践したのではな
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く、生活領域に拡大し、さらに生活する人間同士の「交流教育」＊ 2) へと発展さ

せた。 日本語教育が、生活者としての中国帰国子女とその家族にとり、生活範囲の

拡大に直結することがきわめて重要となる。その方向に向かって積極的に支援して

いくのが、日本社会において私たちに最も期待される役割のひとつではないだろう

か。

泰阜村と中国黒龍江省ハルビン市方正県との交流関係は、歴史を忘れないために

も重要である。方正県には泰阜村出身者が 271名も祭られている「日本人公墓」が

ある。1997年 9月、泰阜村は多数の分村民が世話になった方正県と友好提携の覚書

を交わした。学校レベルの国際交流も、泰阜中学校と方正県第三中学校との生徒研

修・交歓事業という形で行われている。 このような交流を一過性のものとしてでは

なく、「終わりなき交流」に発展させていくことが中国帰国子女教育を先駆け、生活

者としての人間同士の交流教育へと発展させた村の次なる目標となろう 。

表：中国帰国子女教育の始まり

1972年 泰阜村に中国帰国者家族が帰る

1973年 小学校に特別学級開設される

1974年 中学校に特別学級開設される

1975年 社会学級が開設される（中国帰国子女の家族全員を対象とする）

1976年 引揚者社会学級打ち合わせ会が開かれる（指導内容の報告と反省会）

写真 ：方正日本人公墓

写真 1:入り口
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注

写真 2 :方正日本人公墓

写真 3 :方正日本人公墓記念館内

（写真 3枚は、いずれも 「方正日本人公墓」を訪れた 2007年 9月に山田陽子撮影）

1. 小学生を 「中国帰国児童」、中学生・高校生を 「帰国生徒」とも呼ぶ。「 中国帰国子女」

の 「子女」は、 「子ども 」の意味で使用し、決して差別的なことばの使用法ではない。男

女両方を指す。本稿では、 「中国帰国子女」を使用するが、略して 「帰国子女」および 「子

女」とも記述する。外国に暮 らしていた日本人海外駐在員の子どもは 「海外帰国子女J

と一般に呼ばれ、中国帰国子女とは区別される。

2. 「交流教育」という障がい児教育の分野で使われる概念がある。障がいのある児童生徒に

対して、障がいのない人たちとの様々な社会体験をとおして、豊かな人間形成をはかる教

育活動をいう 。本稿で述べる 「交流教育」は、 「広範な社会における人間関係をとらえ、

生活者としての人間と人間の交わりを重視し、相互に深く洞察し、ともに学びあう教育活

動としての日本語教育」を意味する。
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「方正友好交流の会」へのお誘い一一

中国ハルピン市郊外の方正県に、日本人公墓が建立されているのをご存知でしょうか。

1945年の敗戦のさなか、祖国を目指して逃げ惑った1日満洲の開拓団の人々は、難民、流浪

の民と化し、真冬の酷寒にさらされ、飢えと疫病によって多くの人々がこの方正の地で息

絶えました。それから数年、累々たる白骨の山を見た残留婦人が骨を拾い集めました。そ

して力を貸した中国人たちが集めた遺骨はおよそ五千体ともいわれています。

その人たちを祀るお墓が「方正地区日本人公墓」です。中国ではまだH本の侵略に対す

る恨みが衰えていない 1963年、中国政府は、中国人民同様わが同胞の死も、日本軍国主義

の犠牲者だとして手厚く方正に葬ってくれ、公墓が建立されたのです。多くの日本人開拓

団員等が犠牲となった旧満洲で建立されている公墓はこの方正にあるものだけです。（黒龍

江省麻山地区でソ連軍の挟撃に遭い、四百数十名が集団自決した麻山事件の被害者たちの

公墓も 19 8 4年に建立され、この方正の地にあります）

この公墓の存在は、残念ながら一部の関係者にしか知られていませんでした。民族の憎

悪を乗り越えて建立され、中国の人々によって管理維持されている公募の存在を多くの

人々に知ってもらおう、そして維持管理の面でも日本が協力して活動していこうと設立し

たのが「方正友好交流の会」です。当会の前身は 19 9 3年に設立され、 2005年6月

に再発足し、日中友好の原点の地ともいうべき「方正」に光を当てたいと活動しておりま

す。

＊年会費 個人会員 ーロ 1,000円 団体・法人会員ーロ 10,000円

（口数は最低ーロ、上限はありません）

事務局（大類善啓）

101-0052 東京都千代田区神田小川町3-6 （社）日中科学技術文化センター内

電話 03-3295-0411 FAX 03-3295-0400 E-mail: ohrui@jcst.or.jp 

郵便振替口座番号 00130-5-426643 加入者名 方正友好交流の会

HPアドレス h ttp:/www.houmasa.com/ 



― 76 ― ― 77 ―

痴

2008年（平成20年） 8月24日（日曜日）

ラ謁 Eヨ 幸

1読書I 26 
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祁冗 書

前
作
の
大
著
『
赤
い
夕
陽
の

満
州
に
て
ー
「
昭
和
へ
の
旅
』

（二
0
0六
年
）
を
総
論
と
す

れ
ば
、
今
度
の
新
作
は
い
わ
ば

各
論
で
あ
る
。
国
策
に
よ
っ
て

旧
満
州
に
入
植
し
た
開
拓
団
二

十
七
万
人
が
敗
戦
時
、
ソ
連
軍

の
侵
攻
な
ど
で
惨
劇
、
餓
死
、

深
死
、
避
難
逃
亡
に
追
い
詰
め

ら
れ
た
麿
史
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
も
お
ぴ
た
だ
し
い
数
の

証
言
や
記
録
が
公
刊
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
本
書
が
読
者
を
と

ら
え
て
放
さ
な
い
の
は
、
国
内

と
中
国
で
個
々
の
関
係
者
を
訪

ね
て
取
材
し
た
、
そ
の
生
き
生

き
と
し
た
臨
場
感
だ
。

あ
る
老
夫
婦
は
語
り
つ
く
せ

高
橋
健
男
著

ぬ
体
験
を
伝
え
な
が
ら
、
い
つ

か
夕
刻
に
な
る
と
酒
を
勧
め
な

が
ら
語
り
続
け
、
し
ま
い
に
は

「
泊
ま
っ
て
い
け
や
」
と
な
っ

た
。
そ
の
一
方
で
あ
る
老
人
は
、

取
材
の
申
し
出
を
固
辞
し
続
け

た
。
あ
る
老
婦
人
は
生
前
つ
い

に
身
内
に
も
詳
し
い
過
去
を
語

る
こ
と
な
く
世
を
去
り
、
あ
の

侵
略
の
悲
劇
を
知
ら
な
い
若
い

孫
娘
は
、
生
前
祖
母
の
口
か
ら

じ
か
に
開
拓
団
の
話
を
聞
き
た

か
っ
た
と
悔
や
む
。
こ
の
話
は

老
人
た
ち
が
仮
に
饒
舌
に
過

去
を
語
る
よ
り
も
、
さ
ら
に
彼

ら
の
心
に
残
っ
た
傷
の
深
さ
を

感
じ
さ
せ
る
。

暇
告
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
さ

ら
に
高
め
て
い
る
の
が
お
ぴ
た

だ
し
い
現
場
写
真
だ
。
数
だ
け

で
は
な
い
。
例
え
ば
最
近
そ
の

存
在
が
よ
う
や
く
紹
介
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
中
国
で
唯
一
、

建
立
を
許
さ
れ
た
黒
龍
江
省
方

正
瞑
の
日
本
人
公
慈
は
、
こ
れ

ま
で
ほ
と
ん
ど
の
写
真
が
墓
碑

銘
を
主
と
す
る
も
の
だ
っ
た

が
、
本
書
は
そ
の
裏
に
あ
る
中

国
固
有
の
士
ま
ん
じ
ゅ
う
を

象
っ
た
納
骨
の
た
め
の
構
築

物
に
も
レ
ン
ズ
を
向
け
て
い

る。
開
拓
団
の
遭
難
史
で
も
そ
の

惨
劇
性
が
際
立
つ
「
佐
渡
開
拓

団
跡
事
件
」
は
も
と
も
と
こ
こ

に
入
植
し
た
佐
渡
開
拓
団
が
避

難
し
た
後
、
さ
ら
に
遅
れ
て
東

の
ロ
シ
ア
と
の
国
境
近
く
か
ら

到
着
し
た
各
開
拓
団
が
遭
遇
し

た
悲
劇
だ
が
、
そ
の
―
つ
に
新

潟
県
送
出
第
七
次
の
清
和
開
拓

団
も
い
た
。
著
者
は
昨
年
夏
、

聞き取り、現地訪問で臨場感

〈
方
正
友
好
協
会
顧
問
）

■批
評
社
〈
三
一
五
0
円〉

奥

村

正

雄

新
躙
の
訪
問
団
と
し
て
こ
の
地

を
訪
れ
、
十
人
の
同
行
者
と
と

も
に
慰
霊
祭
を
営
ん
だ
。
事
件

の
詳
細
と
慰
霊
訪
問
の
報
告
も

新
躙
の
関
係
者
に
は
貴
重
な
記

録
と
な
っ
て
い
る
。

著
者
は
二
年
前
ま
で
中
学
校

校
長
と
し
て
教
育
界
の
第
一
線

で
活
躍
し
て
こ
ら
れ
た
方
で
あ

る
。
こ
の
間
、
上
京
の
折
な
ど

に
国
会
図
書
館
で
資
料
を
探
し

続
け
る
一
方
、
中
国
で
現
地
調

査
、
聞
き
取
り
を
五
回
と
い
う

超
人
パ
ワ
ー
で
前
著
と
こ
の
本

を
ま
と
め
ら
れ
た
。
あ
の
戦
争

が
終
わ
っ
た
時
、
ま
だ
梃
親
の

お
な
か
に
も
い
な
か
っ
た
著
者

の
力
作
に
接
し
て
、
「
9
1
8」

面
＇
国
で
言
う
満
州
事
変
〉
の

年
に
生
ま
れ
た
私
は
新
し
い
力

を
贈
ら
れ
た
思
い
だ
。
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書籍案内

方正友好交流の会が編集した本と会員の関係著書をご紹介します。

＊ 『風雪に耐えた「中国の日本人公募」ーハルビン市方正県物語一』

定価 1500円

この本には、日本人公墓の建立の苅軌跡や由来を王鳳山と奥村が、中国養父母公墓を自

カで建立した遠藤勇さんの半生を大副敬二郎が、方正県住民の家に住み込み全身全霊で稲

作指導に捧げ「日中友好水稲王」といわれた藤原長作さんの一生と、敗戦後八路軍に入り、

帰国後日中友好運動に携わり、麻山事件の犠牲者の公墓建立で活躍された金丸千尋さんの

半生を大類が執筆、また方正友好交流の会を成立以前から支えた人々の座談会を牧野史敬

が司会進行した記録などが収録されている。（当会が編集、事務局に残部あります）

＊ 『天を恨み 地を呪いました 一中国方正の日本人公墓を守った人々ー』

奥村正雄編著定価 700円

この本に書かれた文章は、上記の『風雪に酎えた「中国の日本人公墓」ーハルビン市方

正県物語』にも収録されていますが、日本人公墓建立の契機を作った残留婦人・松田ちゑ

さんの息子さんの貴重な体験記も入っています。この本に関しては、直接、奥村に申し込

んでください。電話 043-272-9995 FAX 043-272-0214 

＊ 『二つの祖国 ある中国残留孤児の証言』 北澤博史著

定価 1500円（税別）

製作•発行夢工房

著者の北澤さんは 1935年長野県赤穂村で生まれ、 1940年両親に連れられ満洲へ。敗戦

とともに孤児となる。この本は北澤さんの自伝的な作品で、方正県での当時の様胡や難民

となった苛酷な体験を絵と文で描写されています。収録された絵がなんともいえず当時の

雰囲気を醸し出しています。事務局に申し込んでください。

＊ 『赤い夕腸の満州にて 「昭和」への旅』 高橋健男著

定価 3400円（税別）

著者は 1946年、新渇県見附市生まれ。長年中学の教員として過ごし、校長を経て定年退

職。近年アジアに目を向け、歴史や文化を研究。本書は「昭和は終わっていない」という

問題意識の下、満蒙開拓という国策とそれに加わった人たちの軌跡を追求した大著です。

本書をご希望の方は直接、刊行先の新風社販売部に申し込んでください。電話03-3746-4648 

FAX 03-5414-3494です。
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ありがとうございました

会報6号発行後、カンパをお寄せいただいた方、また新たに会員になられた方々のお名

前を記して感謝の意をお伝えします。ありがとうございました。（敬称略、受け付けた順に

記載しました。08年 12月10日現在）

山本義輝瀧亀久男黒岩満喜福久かずえ穂苅甲子男宮田一郎篠田欽治原田

清治玉山昌顕山内良子牧野八郎永原今朝男望月迪洋消水薫矢島敬二田中

久子樗沢仁鈴木敏夫、山口和子武田正志山下くに延浄寺網代正孝師岡武男北

澤博史石原健一 阿久津国秀石橋実風間成孔小林忠作杉田春恵久保祐雄馬

場弘子高橋かよ子栗原貞子 山田陽子 中国帰国者支援交流センター竹中一雄、小

畑正子中村静枝野田良雄高良真木小倉光雄川口憲、青柳幸司芹沢昇雄石原

政子村杉正洋高橋健男森川忍河戸道子永瀬明子萩原武太郎鳩貝清太郎遠

藤勇神田幸子 （社）日中協会・白西紳一郎高野茂福井以津子矢野光雄名取敬

和石田和久小関光ニ ロイヤル真珠閥・加藤幸治鈴木幸子平井宥慶羽賀美代子

新谷陽子吉田敬子吉岡稔馬場永子鵜沢弘高木誠一郎宮下春男長谷部照夫

阪田健夫木下貴雄水野慎行江見迪子江見祥典田宮昌子石井愛輝

く編集後記＞

羽田澄子監督の記録映画『鳴呼 満蒙開拓団』が完成した。来年09年の6月 13日（士）

から 7月末まで、岩波ホール（千代田区神保町）で一般公開されることが決まった。ぜひ、

多くの人たちに見てもらい、国策で入り込んだ開拓民たちが、いかに悲惨な状況に追いや

られたか、日本という国家が、多くの遺棄された人たちにいかに無情であったか、を知っ

てほしい。自衛隊のトップに位置する男が、先の戦争を「アジアを解放する戦争だった」

というような歴史認識しか持てないという実清、その発言者が戦後世代ということにも驚

くが、同時にそれを支持するような状況があることに、いったい戦後教育とは何だったの

かと思う。ともかく、そのような「空気」を醸成する状況をいかに打破していくか。戦争

体験、旧満小卜1での体験を伝えることの重要性を思う。

当会の前身を支えた石井貫ー先生の 7回忌が先日行われた。その時出席された遺族の

方々、当会参与の牧野八郎、木村直美さんらのお香料全額を、夫人の石井愛輝さんから当

会に寄付いただいた。石井先生が、方正の公墓、残留された人々に焦点を当てた映画がで

きたということを知れば、どれだけ喜ばれただろう。当会の活動が少しでも貢献できたこ

とに、よくやっていると思われたか、それともまだまだこれからだと更に叱咤されたか。

石井先生の情熱に応えていきたいと思う。（啓）

『星火方正～燎原の火は方正から～』（第7号）

《表紙写真撮影・大類善啓》

2008年 12月20日発行

発行：方正友好交流の会 編集人：大類善啓 Email : ohrui@jcst.or.jp 

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-6 日本分譲住宅会館 4F

（社）日中科学技術文化センター内 電話： 03-3295-0411 FAX: 03-3295-0400 

郵便振替口座番号 00130-5-426643 

HPアドレス http:/www.houmasa.com/ 

加入者名 方正友好交流の会
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